
ほうふ幸せます働き方推進企業認定実施要綱 

                        平成２９年４月３日制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仕事と生活の調和（以下「ワーク・ライフ・バランス」

という。）及び女性の職業生活における活躍の推進、誰もが働きやすい職場

環境の形成を目指す事業者（以下「ほうふ幸せます働き方推進企業」とい

う。）の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（認定対象者） 

第２条 ほうふ幸せます働き方推進企業の認定を受けることができる者（以下

「認定対象者」という。）は、市内に事務所又は事業所を有する事業者のう

ち、従業員との雇用関係を有するものであって、以下に掲げる事項を取り組

んでいる者とする。 

(１) 仕事と生活の調和に関する事項 

(２) 女性の職業生活における活躍の推進に関する事項 

(３) 誰もが働きやすい職場環境の形成に関する事項 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認められる者は認定

対象者となることができない。 

(１) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条 

の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条 

第１項若しくは第１９条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会 

社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続 

開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規 

定に基づく再生手続開始の申立て（以下、「申立て等」という。）がなさ 

れた者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更正手続開始又は再生 

手続開始の決定日以降を審査基準とする経営事項審査を受け更生計画の認 

可の決定が確定した者を除く。） 

(２) 防府市暴力団排除条例（平成２３年条例第２１号）第２条第１号に規 

定する暴力団又は同条第２号に掲げる暴力団員である者 

(３) 市税等を滞納している者 

(４) その他市長が不適当と認める者 



（認定申請） 

第３条 認定申請を受けようとする者（以下、「認定申請者」は、ほうふ幸せ

ます働き方推進企業認定申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

(１) ほうふ幸せます働き方推進企業認定チェックリスト（第２号様式） 

(２) ほうふ幸せます働き方推進企業宣言書（第３号様式） 

(３) ほうふ幸せます働き方推進企業認定従業員アンケート調査票（第４- 

１号様式）に基づく結果報告書（第４-２号様式） 

(４) その他市長が必要であると認める書類 

（認定審査等） 

第４条 市長は、第３条の規定に基づく申請書及び添付書類の提出があったと

きは、その内容を審査し、適当と認めるときは、認定申請者に対し、ほうふ

幸せます働き方推進企業認定申請結果通知書（第５号様式）により通知する

ものとする。 

２ 前項の審査は、市長が別に定める基準によるものとする。 

（確認調査） 

第５条 市長は、認定申請者に対し、申請書及び添付書類を審査するため、必

要に応じて現地調査又は報告を求めるなど、申請の内容の確認を行うことが

できる。 

（業務の委任） 

第６条 市長は、前条に規定する業務を他の者に委任することができる。 

（認定証等の交付） 

第７条 市長は、認定した事業者（以下「認定事業者」という。）に対し、ほ

うふ幸せます働き方推進企業認定証（第６号様式）を交付するとともに、ほ

うふ幸せます働き方推進企業認定マーク（以下「認定マーク」という。）を

使用することを認めるものとする。 

 （認定の公表） 

第８条 市長は、認定事業者について、市のホームページ等で公表するものと

する。 

 



 （従業員への周知等） 

第９条 認定事業者は、市長に提出したほうふ幸せます働き方推進企業宣言書 

（第３号様式）を、市内従業員に周知させるための措置を講じなければなら

ない。この周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備えつけること、 

書面を市内従業員へ交付すること又は電子メールを利用して市内従業員へ送

信することその他の適切な方法によるものとする。 

（認定期間） 

第 10条 認定期間は、認定の日の翌日から起算して３年間とする。 

（更新申請） 

第 11条 認定事業者は、認定期間が満了する日の３か月前から、認定の更新

にかかる申請（以下「更新申請」という。）をすることができる。 

２ 第３条から第９条までの規定は、更新申請について準用する。 

（変更・廃止の届出） 

第 12条 認定事業者は、申請の内容に変更を生じ又は事業の廃止をした場合

は、ほうふ幸せます働き方推進企業認定変更届出書（第７号様式）により市

長に届け出なければならない。 

（認定の取消し） 

第 13条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、認定を取り消すことができる。 

(１) 第２条に掲げる認定対象者でないことが判明したとき。 

(２) 第３条に掲げる申請書類に記載された事項と相違する事実が判明した 

とき。 

(３) その他市長が不適当と認めるとき。 

２ 認定を取り消された事業者は、遅滞なく市長に認定証を返納するとともに、

認定マークの使用を中止しなければならない。 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 



第１号様式（第３条・第 11条関係） 

年 月 日  

ほうふ幸せます働き方推進企業認定（新規・更新）申請書 

 

（宛先）防府市長 

 
主 た る 
事業所の 
所 在 地 
 

名 称 

 

代 表 者            印 

 

ほうふ幸せます働き方推進企業認定実施要綱第３条・第 11条の規定により、次のとお

り関係書類を添えて申請します。なお、同要綱第２条の規定に基づく、市税等の納付調査

に同意します。 

事業所の所在地 
 

市内事業所の 

所在地 

 

（フリガナ） 

事業所の名称 

 

業種・事業概要 
 

総従業員数 

該当するものに○を付けてください。 

１ ３０１人以上    ３ ２１人～１００人 

２ １０１人～３００人 ４ ２０人以下 

市内従業員数 
         人 

（  年 月 日現在） 

（うち男性） 

     人   

（うち女性） 

      人   

連絡先 

（担当者） 

所属：            氏名： 

電話： 

ＦＡＸ： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

書類郵送先：〒 

 

※事業所の所在地、名称が複数ある場合は、その旨がわかる書類を添付してください。 

（添付書類） 

（１）ほうふ幸せます働き方推進企業認定チェックリスト 

（２）ほうふ幸せます働き方推進企業宣言書 

（３）ほうふ幸せます働き方推進企業認定従業員アンケート調査結果報告書 



301人以上 101～300人 21～100人 20人以下

a 1
（法定義務）

2
（法定義務）

4 5

b 2
（法定義務）

10 10 10

ｃ 1 2 3 4

ｄ 1 2 3 4

e 1 2 3 4

f 1 2 3 4

g 15 15 15 15

h 15 15 15 15

i 15 15 15

（現在取り組んでいる内容）

（今後、取り組みたい内容）

（現在取り組んでいる内容）

（今後、取り組みたい内容）

（現在取り組んでいる内容）

（今後、取り組みたい内容）

※認定基準、添付書類は裏面をご覧ください。

2

4

2 3 4 5

1 2 3
その他
働きやすい
職場環境の
形成推進

3 42

2 3 4

3 4 5

ワーク・
ライフ・
バランス
推進

j

k

l

m

女性活躍
の推進

□にチェックをしてください。　　　　
ほうふ幸せます働き方推進企業認定チェックリスト

2

くるみん認定を受けている
（次世代育成支援対策推進法関係）

えるぼし認定を受けている
（女性活躍推進法関係）

ユースエール認定を受けている
（若者雇用促進法）

3 4 5

分
野
別
項
目

1

1

やまぐち男女共同参画推進事業者に認証されている

やまぐち女性の活躍推進事業者に登録されている

n

o

（第２号様式）　

重
点
項
目

一般事業主行動計画を策定している。
（次世代育成支援対策推進法）

一般事業主行動計画を策定している。
（女性活躍推進法）

やまぐち子育て応援企業に登録されている

やまぐちイクメン応援企業に登録されている

配点
総従業員数

基準
チェッ
ク
欄

取組項目

最
重
点
項
目



認定基準

取組項目

添付書類（取組項目にチェックがあるものに限る）
最重点項目

・一般事業主行動計画策定届の写し（受領印のあるもの）

重点項目

・やまぐち子育て支援応援企業登録証の写し

・やまぐちイクメン応援企業登録証の写し

・やまぐち男女共同参画事業者認証書の写し

・やまぐち女性の活躍推進事業者登録証の写し

・基準適合一般事業主認定通知書の写し

　（くるみん認定、えるぼし認定、ユースエール認定）

分野別項目

・現在取り組んでいる内容が分かる書類

　（制度概要が分かる書類、研修等の様子がわかる書類、周知文書等）

女性の役員への積極的な登用に関する取組

女性の非正社員から正社員への転換制度の創設

研修や資格取得支援等の女性従業員に対するキャリアアップ制度の創設

その他、女性の活躍推進が図られるものとして市長が認める取組

セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等による職場環境の悪化を未然に防止す
る取組

女性活躍の
推進

その他働き
やすい職場
づくりの推

進

研修等による仕事と家庭・地域生活の両立がしやすい職場づくりに関する取組

有給休暇の取得促進に関する取組

過去に育児、介護等で離職した者の正社員としての再雇用に関する取組

育児休業者の代替要員の確保や託児施設の設置運営やベビーシッター費用助成等の実施

目標値の設定による男性職員の育児休業取得率の向上に関する取組

法令の最低基準を上回る短時間正社員、フレックスタイム、始業・就業時刻の繰上げ・
繰り下げ、所定外労働時間の制限

育児・介護休業制度に関する従業員への周知や育児・介護等で休職中従業員への情報提
供

その他、ワーク・ライフ・バランスの推進が図られるものとして市長が認める取組

独自の特別休暇制度の創設等による従業員の地域貢献活動への配慮に関する取組

在宅勤務、テレワーク制度等の勤務場所を限定しない働き方に関する取組

地域限定正社員制度の創設や、高齢者、障害者の積極的な雇用に関する取組

その他、働きやすい職場づくりの推進が図られるものとして市長が認める取組

目標値の設定等の女性管理職割合の向上に関する取組

取組の例示

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの推進

 最重点項目、重点項目、分野別項目で付与された評価点の合計点が１５点以上であり、次に

掲げる条件を全て満たす場合に認定の対象となります。 

 

 ① 最重点項目 １点以上の評価点が付与されていること 

 ② 重点項目 

    ・ 取組項目cからfの評価点の合計が ３点以上 または 

    ・ 取組項目gからiの評価点の合計が １５点以上 であること 

 ③ 分野別項目 

    ・ ワーク・ライフ・バランスの推進、 

    ・ 女性活躍の推進、 

    ・ その他働きやすい職場づくりの推進 のうち一つ以上の分野において 

   以下にの例示する内容の取組実績又は取組予定が記載されていること 



 

 

 

（認定企業番号    ） 

 

 

ほうふ幸せます働き方推進企業宣言 

 

   私たちは、            を目指して、 

次の働き方改革に取り組みます 

目標 

年  月  日 

（事業所名） 

取組内容 

防 府 市 



全く
思わない

あまり
思わない

どちらとも
言えない

やや思う
非常に
思う

Q1
職場では、仕事を行う上での大事な仲間として受
け入れられていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q2
会社は自分の能力や実績をきちんと評価してくれ
ていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q3 今の会社で成長できると思いますか？ 1 2 3 4 5

Q4
仕事と育児・介護やプライベートとの両立に会社
は配慮してくれていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q5
現在の働き方（労働時間や休日）は妥当だと思い
ますか？

1 2 3 4 5

Q6
現在の福利厚生制度は仕事と生活の両立に役
立っていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q7
上司や同僚・部下との良好な人間関係の維持・構
築に会社は関わってくれていますか？

1 2 3 4 5

Q8
会社は、従業員の要望や不満をきちんと聞いてく
れていますか？

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

（全く満足し
ていない）

（あまり満足
していない）

（どちらとも
言えない）

（やや満足
している）

（非常に満
足している）

ほうふ幸せます働き方推進企業認定従業員アンケート調査票

今の仕事・働き方にどの程度満足していますか？Q9

（第４-１号様式）

項　　目



Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

事業所の名称

アンケート調査実施日
アンケート調査実施日
における対象者数

人

5

回収率

1 43

職場では、仕事を行う上での大事な仲間とし
て受け入れられていると思いますか？

会社は自分の能力や実績をきちんと評価して
くれていると思いますか？

各
調
査
項
目
の
回
答
状
況

調査票
配付数

現在の福利厚生制度は仕事と生活の両立に
役立っていると思いますか？

上司や同僚・部下との良好な人間関係の維
持・構築に会社は関わってくれていますか？

会社は、従業員の要望や不満をきちんと聞い
てくれていますか？

今の仕事・働き方にどの程度満足しています
か？

調査票
回収数

※アンケートの回収数は、市内従業員における雇用保険被保険者の６割又は１００のいずれか少ないほうの
※数以上とする。

（第４-２号様式）

今の会社で成長できると思いますか？

仕事と育児・介護やプライベートとの両立に会
社は配慮してくれていると思いますか？

現在の働き方（労働時間や休日）は妥当だと
思いますか？

ほうふ幸せます働き方推進企業認定従業員アンケート調査結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答番号
　　　　　　　項　　目

2



第５号様式（第４条関係） 

 第  号  

年  月 日  

 （事業所名） 様 

 

 防府市長    印  

 

 

ほうふ幸せます働き方推進企業認定申請結果通知書 

 

    年  月  日付けで申請があったほうふ幸せます働き方推進企業認定について

は、審査の結果、適当（不適当）と認められますので通知します。 



ほうふ幸せます働き方推進企業 第 号

令和 年 月 日

事業所の所在地

防府市長

名 称



第７号様式（第 12条関係） 

 

年  月  日  

 

 （宛先）防府市長 

 
主 た る 
事業所の 
所 在 地 
 

名 称 

 

代 表 者            印 

 

ほうふ幸せます働き方推進企業認定事業者変更届出書 

 

ほうふ幸せます働き方推進企業認定取扱要綱第 12条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 認定企業番号     第     号 

 

２ 認定年月日     年   月   日 

 

３ 変更内容 

変更事項 

 

変更前 

 

変更後 

 

 



ほうふ幸せます働き方推進企業認定基準 

 

ほうふ幸せます働き方推進企業認定実施要綱第４条の規定に基づき、認定基

準を次のように定める。 

 

１ 評価項目 

 評価項目は、最重点項目、重点項目、分野別項目とする。 

 

２ 評価方法 

（１） 最重点項目及び重点項目における評価は、項目に掲げる取組事項の実 

施の有無について評価するものとし、当該取組事項について、取組の実 

施を認める場合は、事業者の従業員規模に応じて配分された評価点を付 

与するものとする。 

（２） 分野別項目における評価は、ワーク・ライフ・バランスの推進、女性

活躍の推進、その他働きやすい職場環境の形成の推進の各分野における

取組実績又は取組予定の内容について評価するものとし、当該取組実績

又は取組予定の内容が適当と認められる場合は、事業者の従業員規模に

応じて配分された評価点を付与するものとする。 

 

３ 最重点項目の評価 

（１） 取組項目 a については、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律

第１２０号）第１２条に規定する一般事業主行動計画が策定され、厚生

労働大臣への届出及び公表がされている場合に取組の実施を認めるもの

とする。 

（２） 取組項目 b については、女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成２７年法律第６４号）第８条に規定する一般事業主行動計画

が策定され、厚生労働大臣への届出及び公表がされている場合に取組の

実施を認めるものとする。 

 

 



４ 重点項目の評価 

（１） 取組項目 c については、山口県が策定した、やまぐち子育て応援企業

宣言制度実施要綱（平成２８年４月１日施行）第３条第２項に規定する

やまぐち子育て応援企業登録証の交付を受けている場合に取組の実施を

認めるものとする。 

（２） 取組項目 d については、山口県が策定した、やまぐちイクメン応援企

業宣言制度実施要綱（平成２８年４月１日施行）第３条第２項に規定す

るやまぐちイクメン応援企業登録証の交付を受けている場合に取組の実

施を認めるものとする。 

（３） 取組項目 e については、山口県が策定した、やまぐち男女共同参画推

進事業者認証制度実施要綱（平成２７年４月１日適用）第３条第４項に

規定するやまぐち男女共同参画推進事業者認証書の交付を受けている場

合に取組の実施を認めるものとする。 

（４） 取組項目 f については、山口県が策定した、やまぐち女性の活躍推進

事業者宣言制度実施要綱（平成２８年６月２１日適用）第４条第２項に

規定するやまぐち女性の活躍推進事業者登録証の交付を受けている場合

に取組の実施を認めるものとする。 

（５） 取組項目 g については、事業者が、次世代育成支援対策推進法第１４

条第１項に規定する認定一般事業主又は同法第１５条の３第１項に規定

する特例認定一般事業主である場合に取組の実施を認めるものとする。 

（６） 取組項目 h については、事業者が、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第１０条に規定する認定一般事業主である場合に取組の

実施を認めるものとする。 

（７） 取組項目 i については、事業者が、青少年の雇用の促進等に関する法

律（昭和４５年法律第９８号）第１６条に規定する認定事業主である場

合に取組の実施を認めるものとする。 

 

 

 

 



５ 分野別項目の評価 

（１） 取組項目の評価は、別表に掲げる取組が記載されている場合に、適当

と認めるものとする。 

 

６ 認定基準 

（１） 市長は、最重点項目、重点項目、分野別項目で付与された評価点の合

計点が１５点以上であり、次に掲げる条件を全て満たす場合に認定する

ものとする。 

① 最重点項目において、１点以上の評価点が付与されていること 

② 重点項目において、取組項目 cから f の評価点の合計が３点以上ま 

たは取組項目 gから i の評価点の合計が１５点以上であること 

③ 分野別項目において、ワーク・ライフ・バランスの推進、女性活躍 

の推進、その他働きやすい職場環境の形成の推進のうち一つ以上の分 

野の取組実績又は取組予定に記載されている取組がいずれも適当と認 

められること 

  



別表 

取組項目 取組 

ワーク・ライフ・

バランスの推進 

研修等による仕事と家庭・地域生活の両立がしやすい職場

づくりに関する取組 

有給休暇の取得促進に関する取組 

過去に育児、介護等で離職した者の正社員としての再雇用

に関する取組 

育児休業者の代替要員の確保や託児施設の設置運営やベビ

ーシッター費用助成等の実施 

目標値の設定による男性職員の育児休業取得率の向上に関

する取組 

法令の最低基準を上回る短時間正社員、フレックスタイム、

始業・就業時刻の繰上げ・繰り下げ、所定外労働時間の制限 

育児・介護休業制度に関する従業員への周知や育児・介護

等で休職中従業員への情報提供 

その他、ワーク・ライフ・バランスの推進が図られるもの

として市長が認める取組 

女性活躍の推進 目標値の設定等の女性管理職割合の向上に関する取組 

女性の役員への積極的な登用に関する取組 

女性の非正社員から正社員への転換制度の創設 

研修や資格取得支援等の女性従業員に対するキャリアアッ

プ制度の創設 

その他、女性の活躍推進が図られるものとして市長が認め

る取組 

その他働きやす

い職場環境の形

成の推進 

セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等による職

場環境の悪化を未然に防止する取組 

独自の特別休暇制度の創設等による従業員の地域貢献活動

への配慮に関する取組 

在宅勤務、テレワーク制度等の勤務場所を限定しない働き



方に関する取組 

地域限定正社員制度の創設や、高齢者、障害者の積極的な

雇用に関する取組 

その他、働きやすい職場づくりの推進が図られるものとし

て市長が認める取組 

 

 

 

 

 


